３　指定更新申請・変更届等の手続きについて

１　手続きの電子申請化ついて
厚生労働省より、介護保険サービス事業者の申請について、自治体は令和８年度までに電子申請化対応を行うことを義務付けられております。守口市では、令和７年７月１日より、介護保険事業所の更新申請・変更申請及び加算届出について、電子申請での受付を開始いたします。なお、全国的に原則電子申請となる動きがありますので、ご準備・ご対応のほどよろしくお願いいたします。
電子申請届出システム：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
厚労省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
守口市ホームページ：ページＩＤ１８６０６

２　指定更新申請の流れについて
平成１８年４月に介護サービス事業者の指定更新制度が導入され、介護サービス事業者が基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供しているかを定期的に確認するための仕組みとして、指定に６年間の有効期間が設けられました。
介護サービス事業者は６年ごとに指定の更新を受ける必要がありますので、指定有効期間を確認のうえ、遺漏なく手続きを行ってください。
指定更新申請については、現地確認等を行うことから、指定日によっては各手続きの期限が早まる場合がありますので、スケジュールを必ず確認してください。

(１) 対象事業所へ通知の送付
指定有効期間の満了日が近づいている事業所に対して、守口市から指定更新申請勧奨を行います。
案内には指定更新申請の申請期限及び必要書類が記載されていますので、確認のうえ、申請期限までに指定更新申請書類を提出してください。
なお、守口市のホームページに指定更新申請の様式を掲載していますので、指定更新申請案内の送付時期が到来していない事業所でも、指定有効期間満了日の６か月前より指定更新申請書類を提出することができます。
掲載場所（事業所届出様式一式）
守口市ホームページ：ページＩＤ１６２３３

(２) 指定更新申請書類の受理
指定更新申請の手続きについては、メールまたは電子申請となります。
指定更新申請時のチェックリストを守口市ホームページに掲載していますので、事業所ですべての項目を確認のうえ、申請書類を提出してください。
申請書類の内容に疑義がある場合や補正を要する場合は、再提出や書類の補正を求めることがありますので、指示に従い速やかに提出してください。
全ての申請書類の補正完了後、審査手数料の納付書を交付します。納付書に記載されている納期限までに納付をお願いします。

(３) 指定更新通知書の交付
事務決裁を経て指定更新通知書を交付します。
指定更新日までに来庁し、受領してください。
【留意事項】
① 指定更新申請を行わないと、指定事業所として守口市の被保険者に対する保険給付の代理受領ができなくなります。
② 事業所の休止届を提出している場合、指定更新申請を行うことができません。指定更新申請までに再開届を提出し、事業を再開してください。
３　更新を希望しない場合
指定更新申請を行わずに指定有効期間の満了日を経過した場合は、指定の効力を失い、介護保険サービスを提供することができなくなります（指定の失効）。
指定更新手続きを行わずに事業を廃止する場合は、利用者を他の事業所へ引き継ぐなど、事業廃止に向けた準備を行い、廃止日の３０日前までに廃止届を守口市まで提出し、門真市・四條畷市の利用者がいた場合、各市へも届出を行ってください。
廃止届を提出する際の必要書類は以下のとおりです。
① 様式第３号（第３条関係）廃止・休止・再開届出書
全ての地域密着型サービスで共通の様式です。
利用者に対する措置状況については、個人情報を記載しないでください。
様式内に収まらない場合は別途任意様式をご用意ください。
② 指定通知書（原本）
紛失等で指定通知書を提出できない場合は以下の書類を提出してください。
・指定通知書を添付できない理由書（任意様式）
・法人の印鑑登録証明書（原本）

４　変更の届出
(１) 変更届出書の提出について
変更届は、事業所において管理者が一元的に管理を行うべきものの一つですので、適切な届出を継続して行える体制を確保するようにしてください。
 主に届出が必要な変更事項（法人）
・申請者の名称及び主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・定款・寄付行為等及びその登記事項証明書または条例等
・役員の氏名、生年月日、住所
 主に届出が必要な変更事項（事業所）
・事業所の名称、所在地（※施設サービスの場合、事前に協議が必要）
・事業所の専用区画
・管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・従業員の勤務体制等
・運営規程
・介護支援専門員の氏名

守口市のホームページに掲載している「変更届出書」を確認のうえ、様式誤りや記載・添付書類漏れ等のないようお願いします。
また、各種情報提供をメールで行いますので、メールアドレスが変更された場合は必ず守口市高齢介護課宛にその旨メールを送信してください。
(２) 加算の届出について
　加算の届出は、その届出のあった日が月の１５日以前であればその翌月から、１６日以降であればその翌々月からの算定となります。
（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、届出があった日が月の初日であれば当該月から、月の初日以外であればその翌月からの算定となります。
また、加算の算定要件を満たさなくなったり、減算が発生したりする場合は速やかに届出を行ってください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得する事業所は、前年度と同じ加算を取得する場合であっても、毎年計画書の届出が必要となります。期限までに届出のない事業所は加算が取得できませんのでご留意ください。

５　令和８年度処遇改善加算実績報告書について
令和７年度に処遇改善加算を取得した守口市の事業所につきましては、守口市のホームページより、実績報告書の様式をダウンロードしていただき、提出期限までにご提出ください。（居宅介護支援は令和８年６月から）
提出方法：メール・郵送・持参どれでも可（ＦＡＸは不可）
提出期限：令和８年７月３１日（金）

報告書掲載場所
守口市ホームページ：ページＩＤ１７６２６
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